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川越市教育委員会第１３回定例会会議録 

 

１ 会議の場所  川越市教育委員会 教育委員会室 

２ 開   会  平成２８年２月１２日 午前１０時 

３ 閉   会  平成２８年２月１２日 午前１１時５０分 

４ 出 席 委 員       梶川牧子、長谷川 均、原田由美、長井良憲、伊藤 明 

５ 欠 席 委 員       なし 

６ 委員長の職務を行った者  委員長梶川牧子 

７ 説明のため出席した者             教育総務部長横田 隆、学校教育部長小林英二、教育

総務部副部長兼教育財務課長野口昭彦、教育総務部参事兼地域教育支

援課長芹沢雅一、教育総務部参事兼中央公民館長長谷部洋志、学校教

育部副部長兼教育指導課長佐野 勝、学校教育部参事兼学校管理課長

中野浩義、学校教育部参事兼学校給食課長佐藤達次郎、学校教育部参

事兼市立川越高等学校事務長大嶋美紀夫、学校教育部参事兼教育セン

ター所長小熊利明、文化財保護課長下 薫、中央図書館長澤田勝弘、

博物館長田中 信、文化スポーツ部副部長兼文化芸術振興課長久津間

則子、スポーツ振興課長神田宏次、国際文化交流課長中里良明、美術

館長上野 正、教育総務課副課長新井偉雄 

８ 前回会議録の承認 

平成２７年度第１２回定例会会議録を承認した。 

９ 議題及び議事の概要 

日程第１議案第４２号 平成２８年度教育行政の基本方針と重点施策について 

（非公開） 

日程第２議案第４３号 平成２８年度学校教職員管理職人事について 

（非公開） 

日程第３議案第４４号 川越市立図書館管理規則の一部を改正する規則を定めること

について 

中央図書館長 

  川越市立図書館では、学習活動にパソコン等の電子機器が不可欠になっているこ

とから、パソコン等の電子機器を使用するための電源供給席を設置することに伴い、

電源の使用できる場所等を制限しようと考えている。また、図書館利用カードの交

付及び更新の際に、氏名及び住所を確認できる書類の提示を求めているところでは

あるが、今後は利用手続きをより明確にしていきたいと考えている。これは、利用

手続きの実態に応じて、効率よくサービスを提供するために行う措置である。以上

の点について変更するため、川越市立図書館管理規則の一部を改正しようとするも

のである。具体的には、第５条に電源使用の規制、第８条及び第９条に氏名及び住
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所を確認できる書類の提示を求めることができる旨の規定を追加するものである。

なお、当案件について川越市意見募集手続条例に基づき意見募集を行ったところ、

賛同の意見が１件あった。 

委 員 

  電源利用に関して利用料を徴収するのか伺いたい。 

中央図書館長 

  無料で考えている。 

委 員 

  氏名及び住所を確認できる書類の提示を求めているが、個人情報の管理や流出を

防止する対応を考えているか伺いたい 

中央図書館長 

  職員のみが個人情報を取り扱うことになるため、臨時職員等は個人情報を取り扱

わないことになる。 

委 員 

  職員が個人情報を取り扱うことになるため、個人情報の取り扱いに関する職員へ

の教育や利用者に対しても個人情報の保護を遵守する説明をする予定はあるか伺い

たい。 

中央図書館長 

  対応を検討していきたいと考えている。 

委 員 

  利用者が氏名及び住所を確認できる書類の提示を拒否した場合、図書館の利用が

できないのか伺いたい。 

中央図書館長 

  書類の提示については、図書館利用カードの交付をする際に必要であるため、書

類の提示をしなくても図書館は利用可能である。 

委 員 

  個人情報を利用することが問題になっているため、個人情報の取り扱いについて

は、十分に対応を図ってもらいたい。 

中央図書館長 

  今後、個人情報の取扱いについては、十分に対応を図っていく。 

委 員  電源利用に関して、一番多いのはパソコン利用であるか伺いたい。 

中央図書館長 

  一番多いのは、パソコン利用である。 

委 員 

  パソコンの利用に関してＷｉ‐Ｆｉは、館内で利用できる環境にあるのか確認し

たい。 
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中央図書館長 

  Ｗｉ‐Ｆｉについては、整備していない状況である。 

（全員異議なく原案どおり決定） 

日程第４議案第４５号 川越市立小中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規

則を定めることについて 

参事兼務学校管理課長 

  町名地番整理により、大字藤倉、大字大袋新田、大字大袋、大字山城及び大字増

形の各一部が新たに藤倉１丁目及び藤倉２丁目に町名表示変更となることに伴い、

川越市立小中学校通学区域に関する規則の一部を改正しようとするものである。併

せて同規則中の未整備部分の整備を図ろうとするものである。なお、施行期日につ

いては、平成２８年３月７日としようとするものである。 

委 員 

  通学路の危険箇所について整備していると思うが、教育委員会として通学路の危

険個所を把握しているのか伺いたい。 

副部長兼教育指導課長 

  毎年、年度当初に各学校にて通学路の安全点検を実施しており、危険個所の解消

についても各学校や自治会を通じて整備要望を行っているため、通学路の危険個所

については把握している状況である。 

委 員 

  痛ましい事故が起きないよう、引き続き対応をお願いしたい。 

（全員異議なく原案どおり決定） 

日程第５議案第４６号 川越市立高等学校通則の一部を改正する規則を定めることに

ついて 

参事兼学校管理課長 

  小中一貫教育を行う新たな学校の種類として「義務教育学校」が制度化されたこ

とに関連して、県立高校の通則が改正になったことから、本市の市立高等学校通則

の該当箇所を改正するとともに、その他の規定の整備をしようとするものである。

改正の内容については、川越市立高等学校に入学できる者に、義務教育学校を卒業

した者を加えるとともに、その他の規定の整備をしようとするものである。なお、

施行期日については、平成２８年４月１日から施行しようとするものである。 

委 員 

  新たに制度化された「義務教育学校」は、本市で設立する予定はあるか伺いたい。 

参事兼学校管理課長 

  現時点では、設立する予定はない。 

委 員 

  中等教育学校の前期課程を修了した者とはどのような内容であるか伺いたい。 
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参事兼学校管理課長 

  現在の中学校教育を修了した者である。 

（全員異議なく原案どおり決定） 

日程第６議案第４７号 平成２７年度一般会計補正予算（教育委員会所管分）につい

て 

（非公開） 

１０ 報告事項 

⑴ 川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を定めるこ

とについて 

（非公開） 

⑵ 川越市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び川越市教育職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて 

（非公開） 

１１ 協議事項 

⑴ 川越市立川越高等学校の長期的ビジョンの素案について 

参事兼学校管理課長 

  川越市立川越高等学校の長期的ビジョンの素案について、川越市立川越高等学校

教育審議会は、平成２７年５月２０日に設置され、川越市立川越高等学校の将来構

想に関し、これまでの教育を振り返るとともに、さらなる教育の充実を図るため、

時代の要請と市民の期待に応える市立高等学校の長期的ビジョンについて検討して

きた。この度、５回の審議会での審議を経て、長期的ビジョンの素案がまとまった

ため、教育委員会で協議をするものである。 

長期的ビジョンの構成については、「１ 生徒定員変更の検証」、「２ 市立川

越高等学校の長期的ビジョン」、「３ 教育条件の整備」、「４ 本ビジョンの実

現に向けて」の４つの内容から構成されているが、長期的ビジョンの内容としては、

「２ 市立川越高等学校の長期的ビジョン」が中心となり、今後の市立川越高等学

校に係る関連施策を進める際の基本方針となる予定である。 

なお、今後の予定としては、次回の教育委員会に議案として付議する予定になっ

ている。 

委 員 

  長期的ビジョンを考える４つの視点において、「グローバル化に対応したコミュ

ニケーション力を身に付け、川越や日本のことをきちんと伝えることのできる国際

人となることのできる学校」は、大変素晴らしいことではあるが、国際人となるた

めには、歴史や文化、宗教に対する理解が必要である。日本の伝統的な華道、茶道、

書道、歌舞伎などを体験したり、見たことがないと伝えることが難しいと思う。ま

た、「川越や日本のことを」とあるが、日本のことを理解している前提があって、



- 5 - 

川越に対する理解を深めようとすると思う。現在の教育では、中学校３年間で英語

を学習し、高校３年間で更に幅を広げることは難しいように思う。目標としては素

晴らしいと思うが、現実的には実現が難しいように感じる。また、「使える英語」

の習得としては、ＴＯＥＩＣが大変有効だと思う。「使える英語の習得」と「川越

や日本のことをきちんと伝えることができる」というためには、高校時代の３年間

の中で歴史や茶道、華道など１つでもいいから体験してもらいたい。市立川越高等

学校の特色が文武両道の学校であることは十分理解しているが、今後は、「使える

英語」の習得等により、川越に貢献でき、世界に誇れる人材を育成できると考えて

いる。 

委 員 

  検証の結果における生徒募集状況の現状と課題において、今後は国際経済科も情

報処理科も進学できるという点をアピールすることが重要であるとしているが、ど

のようにアピールしていくのか伺いたい。 

学校教育部参事 

  昨年の１０月１日現在における中学生の希望倍率を見ると約７割ぐらいの生徒は

普通科に進学する傾向が強い。審議会の中では、そのような傾向があっても商業科

を少なくし、ただ普通科を増やすだけでは不十分な対応であり、本市の伝統として

の商業科は重要であり、今後も商業科は大事であるため中心に据えていくとの意見

が多かった。また、普通科の特徴としては、大学・短大への進学に対応していくこ

とになるが、普通科以外の国際経済科や情報処理科も推薦入試やＡＯ入試などで成

果を上げており、普通科以外の学科であってもしっかりと進学に対して取り組む姿

勢を示すことで、中学生の理解を得られるのではないかとの意見があった。 

委 員 

  確かに普通科の方が人気があるとは思うが、年によっては商業科の人気も高い年

があるため、その傾向を利用してもらいたい。 

委 員 

  長期的ビジョンを考える４つの視点における、「学校文化の継承・発展」におい

て、部活動において市外から優秀な選手を入学させることも必要とあるが、具体的

にそのような仕組みがあるのか伺いたい。 

学校教育部参事 

  市立高校ということで市内の中学生を多く入学させたいという意見があるが、部

活動の活性化については、市外からの優秀な選手が必要ではないか、との意見もあ

った。現在、部活動における市外の優秀な生徒を優先的に入学させる制度はない。 

委 員 

  市内の生徒を優先する考えもあるとは思うが、部活動では市外の優秀な生徒も入

学させながら活性化してもらいたい。 
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委 員 

  長期的ビジョンを策定するにあたり、将来構想に関する部分をしっかり検討しな

いと枝葉の議論になってしまう。今後、目指す方向については、本市の設置する

「最高学府」に該当し、中核市である本市教育としてのシンボルとしての役割を持

つことであると思う。目指すべき方向は素晴らしいと思うが、このビジョンをどの

ように具現化するかが大事になる。長期的ビジョンを具現化するため、今後、どの

ように進めていくのか伺いたい。 

学校教育部参事 

  長期的ビジョンの具現化にあたっては、市立川越高等学校の主体的な関わりをど

のように引き出していくかが重要となる。そのため、平成２８年度は、学校が主体

となって長期的ビジョンを具現化する素案の検討を進めていきたいと考えている。

その後、学校で取りまとめた素案を、平成２９年度に審議会で再度、検討していき

たいと考えている。 

委 員 

  長期的ビジョンの中に将来の市立川越高等学校の教師像を加えてもらいたいと思

っている。 

学校教育部参事 

  平成２８年２月に第５回の審議会が開催されたため、審議会での主な意見を紹介

する。はじめに「育成すべき資質・能力」については、もう少し具体的な記述が必

要ではないかとの意見があった。次に「長期的ビジョンを考える４つの視点」では、

市立川越高等学校の「長期的ビジョン」がどのように策定されたかわかるようにす

るため、審議会における主な発言をまとめたものを掲載したが、この内容を「長期

的ビジョン」であると誤って認識していた委員が何人かいた。そのため、掲載の仕

方に関して工夫が必要であるとの意見があった。次に「教育条件の整備」では、人

的資源である教員についての言及がないとの意見があった。また、川越市立という

特徴を生かして、商工会議所や市役所など、教える人材を学校外から連れてくると

いった発想も大事であるとの意見があった。最後に「本ビジョンの実現に向けて」

では、アクティブ・ラーニングの導入については、施設・設備などのハード面だけ

でなく、教える教員の人材育成や教育内容などソフト面についても重要であるとの

意見があった。 

委 員 

  市立川越高等学校は、川越商業高等学校時代から本市の商業都市を作ってきた先

人達を輩出した学校である。もし生徒に「誇り」がなかったら、素晴らしい長期的

ビジョンができても実現には結びつかないのではないかと思う。そのため、生徒が

自分の学校を誇り高い学校であると思う教育について、ビジョンの中に記述がある

か伺いたい。 
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学校教育部参事 

  その点については、「育成すべき資質・能力」において、本市の設置する「最高

学府」であり、本市教育のシンボルとしての役割を持つことが重要であるとして、

基本理念として示している。また、市立川越高等学校の「長期的ビジョン」におけ

る、「心身ともに健全にして進取の気性に富む個性を伸ばすとともに協調的精神を

養い、職業を通じて社会に貢献しようとする志をはぐくむことのできる学校」につ

いては、伝統の継承といった内容となっている。今後、どんなに世の中が変化して

いっても、「不易」ということで引き続き、充実していくことを訴えている。 

委 員 

  進取という言葉は、以前から使われているが、本市は県内で初めて市制を施行し

たところであり、昔の方は、進取の精神がすごかったと思う。やはり、市立高校で

あるという点も踏まえることにより、長期的ビジョンとして成立するように思う。 

１２ その他 

 ⑴ 書記長欠席のため、教育長の推薦を受け臨時の書記長に教育総務課副課長新井偉雄

が任命された。 

 ⑵ 議事に先立ち委員長から、議案第４２号、議案第４７号、報告事項⑴及び報告事項

⑵は、意思決定過程における情報であり、議案第４３号は人事に関する情報であるこ

とから、これらの審議に係る会議を公開しないこととする動議が提出され、全出席議

員がこの動議に賛成し、当該審議については非公開として取扱うこととし、議案第４

３号は、関係理事者（教育総務部長、学校教育部長、学校教育部参事兼学校管理課

長）のみによる審議とすることに決定した。 

 ⑶ 議案第４３号は、関係理事者のみによる審議のため「その他」終了後に審議を行う

ことについて、各委員承認し日程を変更することになった。 

 ⑷ 議案第４２号の関係者として、文化スポーツ部副部長兼文化芸術振興課長、スポー

ツ振興課長、国際文化交流課長、美術館長の出席について各委員が承認し出席が認め

られた。 

 ⑸ 協議事項⑴の説明補助者として、学校教育部参事の出席について各委員が承認し出

席が認められた。 

 ⑹ 会議録署名委員として、長谷川委員長職務代理者、原田委員が指名された。 

 ⑺ 次回教育委員会は平成２８年３月２２日（火）午後３時開催に決定した。 


